
 

 

 

 

 

 

 

 

＜東部地区地区整備計画＞ 
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地区の 

区 分 

地区の 

名 称 
住 宅 地 区 沿 道 地 区 A 沿 道 地 区 B 

地区の 

面 積 
約７．９ｈａ 約６．１ｈａ 約２．７ｈａ 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

（建築できないもの）  

⑴ ホテル、旅館 

⑵ ボーリング場、スケート

場、水泳場、その他これら

に類する運動施設 

⑶ 自動車教習所 

⑷ 単独車庫（付属車庫を除

く） 

⑸ 畜舎 

⑹ 自動車修理工場 

⑺ 危険物の処理・貯蔵施設 

⑴ 自動車教習所 

⑵ 単独車庫（付属車庫を除

く） 

⑶ 畜舎 

⑷ 自動車修理工場 

 

 

建築物の容積率 

の最高限度 
１０／１０  

建築物の敷地面積

の最低限度 

 建築物の敷地面積は２００㎡以上でなければならない。 

 ただし、次に掲げるものは、この限りでない。 

① 土地区画整理法による仮換地指定された土地で、この規定に適合しないもの。 

② 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの。 

建築物の壁面の 

位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は１．５ｍ、隣地境界線ま

での距離は１．２ｍ以上とする。 

 ただし、次に掲げるものは、この限りではない。 

① 軒高 2.3ｍ以下の車庫・物置等（道路境界線及び隣地境界線までの距離は、それぞれ 1.0

ｍ以上 0.5ｍ以上とすることができる。） 

② 道路隅切り部分の建築物（道路境界線から 1.5ｍに満たない外壁面の長さの合計が 3.0

ｍ以下の場合、道路境界線までの距離は、1.0ｍ以上とすることができる。） 

③ 土地区画整理法による仮換地指定時において、既に建っている建築物で、この規定に適

合しないもの。 

④ 土地区画整理事業において家屋移転したもので、この規定に適合しないもの。 
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建築物等の高さ

の最高限度 

１０ｍとする。ただし、建築

物の高さには階段室、昇降機塔、

装飾塔、物見塔、屋窓その他こ

れらに類する建築物の屋上部分

の水平投影面積の合計が当該建

築物の建築面積の 8分の１以内

の場合においては、その部分の

高さは、５ｍまでは、当該建物

の高さには算入しない。 

１２ｍとする。ただし、建築

物の高さには階段室、昇降機

塔、装飾塔、物見塔、屋窓その

他これらに類する建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計

が当該建築物の建築面積の8分

の１以内の場合においては、そ

の部分の高さは、５ｍまでは、

当該建物の高さには算入しな

い。 

 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

⑴ 建築物の屋根、壁面又はこれに代わる柱の面の色彩は、原色を避け、落ち着きのある色調

とする。 

⑵ 本地区内にある施設以外の施設のための広告塔、広告板及び案内板（以下「広告物等」と

いう。）は設置することができない。ただし、公共的なものについては、この限りでない。 

⑶ 広告物等は、原色を使った派手な装飾やネオンサイン等の光を発するものを設置してはな

らない。 

⑷ 過度な盛土による住居環境の悪化を防止するため、建築物の地盤面は、敷地と接する前面

道路の最高の高さから 10cmを超えてはならない。ただし、隣接地との高低差が大きい場合

及び庭園の整備に伴う築山等はこの限りではない。 

  ただし、土地区画整理法による仮換地指定時において、既に設置されているものでこの規

定に適合しないものは、この限りでない。 

垣又は柵の構造

の制限 

道路に面する部分の垣又は柵

は、生け垣とする。 

また、生垣等のために設ける

工作物の高さは、敷地と接する

前面道路の最高の高さから 60

㎝を超えてはならない。 

ただし、次に掲げるものは、

この限りでない。 

① 墓地・境内地(景観・防災

に配慮すること) 

② 土地区画整理法による仮

換地指定時において、既に

設置されているものでこの

規定に適合しないもの。 

道路に面する部分の垣又は

柵の構造は、フェンス・鉄柵等

とし、透視可能で高さは 1.2ｍ

以下のものとする。 

なお、道路に面する部分の緑

化に努めること。 

また、生垣・フェンス等のた

めに設ける工作物の高さは、敷

地と接する前面道路の最高の

高さから 60cm を超えてはなら

ない。 

ただし、土地区画整理法によ

る仮換地指定時において、既に

設置されているものでこの規

定に適合しないものは、この限

りでない。 

道路に面する部分の緑

化に努めること。 

 

 

※区域図は次ページのとおり



 

東部地区地区整備計画（ほなみ団地地区）区域図 

用途指定：第1種住居地域 

区域名：住宅地区 

面積：約７．９ha 

用途指定：第２種住居地域 

区域名：沿道地区A 

面積：約６．１ha 

用途指定：準工業地域 

区域名：沿道地区B 

面積：約２．７ha 



＜届出の書類＞ 

 

地区計画の区域内における行為の届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

設計図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

壁面の位置及び盛土高確認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２通 

※盛土完了後、建築物の鑓形設置（位置出し）時に申請してください。 

設計図書の説明 

行為の種類 図  面 縮尺のめやす 備        考 

土地の区画形質の

変更の場合 

案内図 １／２，５００以上 方位、通路及び目標となる地物を表示する図面 

設計図 １／１００以上 構造図、断面図を含む 

建築物の建築、工作

物の建設、これらの

用途の変更の場合 

案内図 １／２，５００以上 方位、通路及び目標となる地物を表示する図面 

配置図 １／１００以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図

面（敷地実測図）、敷地境界からの距離を記入 

立面図 １／１００以上 ２面以上の建築物又は工作物の立面図 

平面図 １／１００以上 建築物又は工作物の平面図（面積求積図を含む）及び 

外構平面図 

造成計画図 １／１００以上 道路面から地盤面までの高さがわかるもの 

垣等の構造図 １／２０以上 垣等の構造を表示する図面 

※必要に応じて、その参考となるべき事項を記載した図書 

 

＜届出書の提出先及び期間＞ 
 

届出書については、工事（行為）着手の 30日前までに、寒河江市建設課建築住宅係まで。 

※届出の行為（設計又は施行方法）を変更した場合は、再度「変更届出書」（設計図書を含む）を提出してください。 

 

＜手続きの流れ＞ 
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＜届出書の書き方＞ 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 
建設管理課建築住宅係   寒河江市中央一丁目９番４５号   ＴＥＬ０２３７－８６－２１１１（内線３３２・３３３） 

 

 


